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●平成27年度青少年育成活動方針　目標
⑴　心のかよう明るい家庭づくりを進めよう
⑵　青少年の社会参加の機会を増やそう
⑶　健全で安全な社会環境づくりを進めよう
⑷ 　家庭・学校・地域・関係機関の連携を推進し、強化

しよう
●社会参加の促進
　青少年が地域の活動へ自主的に参加し、社会の一員と
しての自覚をもち、社会的な役割を担うことは、青少年
の健全な成長に欠かすことができない。このような体験
を積むための機会を大人は地域ぐるみで青少年に提供す
る必要がある。
　青少年が地域や学校の行事に単に参加するだけではな
く、その行事の企画段階から積極的に関わりをもち、意
見を述べる機会を増やすことは、青少年自身の主体性と
社会の一員としての役割意識をはぐくむ大きな力になっ
ている。
　地域では、青少年がスポーツや文化活動を通じて、直
接体験を積むための集団活動、地域活動が行われてい
る。
　青少年育成団体のひとつである青少年育成地区委員
会では、自主性と社会性をはぐくむことを目的に、企
画から当日の運営までを青少年が行う事業として、高
齢者との交流会や地域の子どもまつりを実施してい
る。また、自分の意見を地域の大人たちに聞いてもら
う機会として、中学生の意見発表会などの事業も行わ
れている。これらの事業は、青少年の自主性と社会性
をはぐくむとともに、自らを表現する場としても機能
している。
●練馬区青少年委員
　小学校の通学区域から1人ずつ、小中学校校長会から
代表各1人の計67人を青少年委員に委嘱している。
　主として、ジュニアリーダーの養成、地域の子ども会
事業、青少年の各種グループの育成などに携わっている
ほか、地域懇談会を開催するなど、地域・学校・区の連
携を図っている。また、定例会等を通じ委員相互の連携
を積極的にとっている。
●青少年リーダーの養成
　小学5～6年生、中学生を対象に、仲間作りのリー
ダーとして役立つよう、グループ活動の楽しさやルー
ル、レクリエーション活動の技術や知識などを体験しな
がら学ぶジュニアリーダー養成講習会を行っている。ま
た、ジュニアリーダー養成講習会を修了した高校生以上
の青少年を対象に、青年リーダーを養成している。青年
リーダーは、子供たちの指導、育成に当たっているほ

か、小学校を中心に行われる子ども会事業など、地域の
活動に参加、協力をしている。
●成人の日のつどい
　区では新成人の新たな門出を祝い、毎年1月の第2月
曜日に区内在住の新成人を対象として「成人の日のつど
い」を開催している。平成27年は、1月12日に「としま
えん特設会場」で行われ、対象者7,187人の63.0％に当
たる4,528人の参加があった。
●練馬子ども議会
　未来を担う子供たちが練馬区について区長を始めとす
る区職員と意見交換を行うことを通して、区政や区議会
について理解を深め、区政への参加を促すことを目的に

「練馬子ども議会」を開催している。
　平成26年度は、中学生54人が「子ども議員」として
参加した。
　8月1日に本会議を開催し、子ども議員が8グループに
分かれ、「区民が快適に暮らすための環境づくりと防災
対策について」などのテーマに基づき意見表明・提案を
行った。
●青少年の活動の場
1  区立秩父青少年キャンプ場
　青少年が自然に親しみながら共同生活の体験を積むこ
とができるよう、秩父市（埼玉県）の秩父さくら湖を望
む山腹に、青少年キャンプ場を開設している。開設期間
は、毎年5月1日～10月31日で、約28,000㎡の敷地にバ
ンガロー4棟、炊事場2棟、集会所1棟を備え、110人の
宿泊（テントを含む。）ができる（夏休み期間は常設テ
ント15張を開設）。平成26年度は延べ1,325人の宿泊利
用があった。
2  民間遊び場
　民間遊び場は、子供たちが身近なところで気軽に遊べ
るよう民間の空き地を遊び場としたものである。遊び場
の管理と運営は、地域住民の自主的団体である管理委
員会が行っている。27年4月1日現在26か所、延べ面積
23,248.13㎡となっている。
3  公有地一時開放遊び場
　公有地が本来の目的（公園・道路等）に使用される
まで、子供の遊び場として一時的に開放している。遊
び場の運営は、地域住民の自主的団体である運営委員
会が行っている。27年4月1日現在7か所を開放している。
4  民有地一時開放遊び場
　民間の空き地を区が直接土地所有者から借りて、子供
の遊び場として一時的に開放している。遊び場の運営
は、地域住民の自主的団体である運営委員会が行ってい
る。27年4月1日現在5か所を開放している。
●青少年館
　青少年館は、講座、教室などの事業を通して青少年の
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青少年館の内容別利用状況 平成26年度

区分 館 名

一 般 団 体
館 主 催 事 業
青 少 年 団 体
官 公 署
そ の 他

件
1,540
3,028
1,915

310
784

人
20,339
24,959
22,671
5,559
8,188

件
1,480

930
918
132
187

人
4,451

10,335
6,555
2,026
1,903

計 7,577 81,716 3,647 25,270

春　日　町 南　大　泉

活動の場としても利用されている。また、個人でも気軽
に利用できるよう学習室、談話室、レクホールなどの開
放を行っている。
　あわせて、知的障害・肢体障害を持つ青年たちの様々
な生活課題や学習要求に応じられるよう、4つの心身障
害者青年学級を運営している。
　春日町青少年館と南大泉青少年館があり、南大泉青少
年館は南大泉図書館との併設施設となっている。
　平成26年度は、主催事業、団体利用を合わせ、延べ
106,986人（単位時間ごとの利用者延べ数）の利用が
あった。また、心身障害者青年学級では、延べ1,755人
が出席した。
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青少年館の事業実施状況 平成26年度

実　施　事　業事　業　名

〔 春 日 町 〕

〔 南 大 泉 〕

文 化 祭
文 化 教 養 講 座
演 劇 活 動
野 外 活 動
ス ポ ー ツ 講 座
心 身 障 害 者 学 級
ウィンドアンサンブル
学 習 室 開 放

談 話 室 開 放
和 室 開 放

レ ク ホ ー ル 開 放

開催数4回　延べ1,612人受講
4講座　延べ432人受講
2講座　延べ2,532人受講
1講座　120人受講
3講座　延べ2,525人受講
4学級　延べ1,755人参加
150人参加
常設学習室　利用者数　延べ4,677人
臨時学習室　利用者数　延べ3,234人
利用者数　延べ2,759人
青少年将棋コーナー　
　利用者数　延べ269人
青年スポーツ（バレーボール）　
　利用者数　延べ85人

文 化 教 養 講 座
ス ポ ー ツ 講 座
学 習 室 開 放

音 楽 練 習 室

2講座　延べ26人受講
5講座　延べ1,336人受講
教室の利用がないときに学習室とし
て開放　利用者数　延べ9,036人
利用講習会12回実施　延べ48人受講

平成26年度研修会内容

実施日
テーマ
講　師

会　場
参加者
実施日
テーマ

講　師

会　場
参加者

26年10月30日（木）
「子どもの安全教育について」
公益社団法人　全国子ども会連合会
協賛事業部長
　杉浦　隆
生涯学習センター　
204人 
27年2月3日（火）

「青少年育成地区委員として子ども達に
  できること」
神奈川大学・東京学芸大学講師
　久田　邦明
生涯学習センター　
177人

回
1
第

回
2
第

）2（  家庭・学校・地域で連携して青少年の健全
育成を推進する

●家庭・地域社会の教育力の向上
　子供たちの「生きる力」を育てるため、学校・家庭・
地域の持つ教育力を十分に機能させる必要がある。
　特に、家庭は、青少年が育つ場であり、身近にいる大
人の考え方や行動が青少年の人間形成に大きく影響して
いる。そこで、家庭の持つ教育機能の重要性を認識する
とともに、地域ぐるみでその機能を支えていくことが重
要である。地域では、家族のつながりを深めるきっかけ
になるよう、親子等で参加ができる行事を積極的に行っ
ている。
　また、性の低年齢化や薬物乱用は、社会問題となって
おり、家庭や地域の教育力を深め、解決を図る必要があ
る。区では地域の青少年団体に対し、研修会や講演会な
どを開催している。

●学校との連携強化
　地域ぐるみで育成活動を推進するため、学校・家庭・
地域社会の連携を図り、「総合的な学習の時間」に対応
した地域の人材活用を図り、地域社会と学校との交流を
深めていく。
　また、学校・家庭・地域社会が一体となり、青少年の
健全育成を図っていくために、教職員、保護者、青少年
委員、青少年育成地区委員等が相互に情報・意見交換を
行い、地域懇談会等で連携を図っていく。
●練馬区青少年問題協議会
　区長の附属機関として設置されている。区の青少年施
策の基本的な方針や問題について審議し、その結果を協
議会の意見として区に具申している。
●練馬区青少年対策連絡会
　練馬区青少年問題協議会の下部組織として、青少年問
題協議会の諮問を受け、青少年育成活動方針（案）等の
検討を行っている。
●練馬区青少年育成地区委員会
　地域住民のボランティア組織で、旧出張所管轄地域を

豊かな発達を援助するとともに、生涯学習団体を中心と
した地域の団体の学習、趣味、スポーツなどの生涯学習



単位として17地区に設置し、約2,100人の委員が活動し
ている。
　主な活動として、スポーツ、レクリエーション、文化
活動などを通じた青少年の育成、不健全雑誌等自動販売
機追放などの環境浄化活動を行っている。
●環境浄化と非行防止の推進
　地域の環境は青少年の育成に欠くことができない重
要な部分である。青少年にとって地域は、望ましい人
間形成ができる場として期待できる反面、非行化の温
床になる可能性もある。地域ぐるみで環境浄化につと
め、非行を防止するよう、大人は青少年と日頃から会
話をかわせるような人間関係を築くことが重要になっ
ている。
　区では、青少年をとりまく社会環境の悪化に対し、青
少年団体などと協力し、健全で安全な社会環境づくりに
取り組んでいる。

進推の」動運かや健「  1
　「子どもたちを健やかに育てる運動」（以下「健やか運
動」という。）は、青少年の非行防止と健全育成をすべ
ての区民に認識してもらい、区民全体の運動として推進
しようというもので、主につぎのような活動を行ってい
る。
　①　「健やか運動」の協力店
　　コンビニエンスストア、文具店や外食産業など、
青少年の出入りの多い店に対し、「健やか運動」協
力店のステッカーを掲示してもらうとともに、子供
たちへの呼びかけ等の協力を依頼している。平成
27年4月1日現在、1,631店が協力店として活動して
いる。

　②　「夕べの音楽」の放送
　　子供たちに帰宅を促すことを目的に、ナレーショ
ンに合わせて「夕やけ小やけ」の音楽を毎夕、区防
災無線設備を利用して放送をしている。

　③　「健やか運動」のPR
　　「健やか運動」を広く区民に周知し、青少年の健
全育成を推進していくため、毎年、子供たちから募
集した原画を使って、カレンダーなど「健やか運
動」PR物品を作成し、健全育成推進事業で活用を
している。

進推の」動運るすくる明を会社「  2
　青少年の非行防止と更生の援助を中心とした法務省
主唱の運動である。青少年関係団体・機関による「練
馬区推進委員会」を設置し、毎年7月に「フェスティバ
ル」、「社会を明るくする運動のつどい」などを行ってい
る。
3  不健全雑誌自動販売機等実態調査
　誰でも自由に不健全雑誌やビデオが購入できる自動販
売機は、通学路や住宅地近辺に設置される場合があり、
思春期の子供たちに影響を与えている。
　また、こうした雑誌やビデオは、地域のコンビニエン
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不健全雑誌自動販売機などの調査結果 
調　査　項　目

不健全雑誌・ビデオ自動販売機
レ ン タ ル ビ デ オ 店
　成人向ビデオが置いてある店
コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア
24　時　間　営　業　の　店

　成人雑誌を販売している店

平成25年 26年
6台
15店
15店
216店
207店
175店

9台
20店
19店
229店
195店
198店

スストアやレンタルビデオ店でも手軽に入手できる状況
である。
　そこで、地域の青少年育成地区委員会が中心となっ
て、毎年、コンビニエンスストアやレンタルビデオ店で
の自主規制の状況や雑誌自動販売機等実態調査を行い、
現状の把握と改善を行っている。

4  地域における子どもたちの安全のために
　子供たちを犯罪から守るために、「子ども防犯ハンド
ブック」の配布（小学校対象）、子供たちの緊急避難所
事業を実施している団体への「ひまわり110番」表示プ
レートの提供、緊急避難所見舞金支給制度を実施してい
る。
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健全育成を図っていくために、教職員、保護者、青少年
委員、青少年育成地区委員等が相互に情報・意見交換を
行い、地域懇談会等で連携を図っていく。
●練馬区青少年問題協議会
　区長の附属機関として設置されている。区の青少年施
策の基本的な方針や問題について審議し、その結果を協
議会の意見として区に具申している。
●練馬区青少年対策連絡会
　練馬区青少年問題協議会の下部組織として、青少年問
題協議会の諮問を受け、青少年育成活動方針（案）等の
検討を行っている。
●練馬区青少年育成地区委員会
　地域住民のボランティア組織で、旧出張所管轄地域を

豊かな発達を援助するとともに、生涯学習団体を中心と
した地域の団体の学習、趣味、スポーツなどの生涯学習


